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令和３年第２回飯島町議会臨時会議事日程 

令和３年４月２日  午前９時１０分開会・開議 

 

○議事日程 

１ 臨時議長紹介 

 

１ 自己紹介 （理事者、課長等、議員） 

 

１ 開会（開議）宣告 

  

１ 町長議会招集挨拶 

 

１ 議事日程の報告 

 

  日程第 １ 仮議席の指定について 

  日程第 ２ 議長の選挙について 

  日程第 ３ 会期の決定について 

  日程第 ４ 副議長の選挙について 

  日程第 ５ 議席の指定について 

  日程第 ６ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ７ 常任委員会委員の選任について 

  日程第 ８ 常任委員会正副委員長の報告 

  日程第 ９ 議会運営委員会委員の選任について 

日程第１０ 議会運営委員会正副委員長の報告 

  日程第１１ 上伊那広域連合議会議員の選挙について 

  日程第１２ 伊南行政組合議会議員の選挙について 

日程第１３ 第１号議案 飯島町監査委員の選任について 

   

１ 町長議会閉会挨拶 

 

１ 閉会宣告 
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○出席議員（１２名） 

     １番    浜 田   稔       ２番    久 保 島 巌 

     ３番    片 桐  剛       ４番    吉 川 順 平 

     ５番    坂 本 紀 子       ６番    星 野 晃 伸 

     ７番    三 浦 寿 美 子       ８番    堀 内  学 

     ９番    坂 井 活 広      １０番    伊 藤 秀 明 

    １１番    宮 脇 寛 行      １２番    折 山   誠      

 

○説明のため出席した者 

 

○本会議に職務のため出席した者             議会事務局長   林   潤 

                            議会事務局書記   吉澤 知子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席を求めた者 

 

委 任 者 

飯島町長  下平  洋一 

 

副 町 長   宮下  寛 

総 務 課 長   大島 朋子 

住民税務課長   松澤 京子 

健康福祉課長   藤木真由美 

産業振興課長   堀越 康寛 

建設水道課長   那須野一郎 

地 域 創 造 課   久保田浩克 

会 計 管 理 者   松村 和夫 

 

飯島町教育委員会 

教育長    澤井   淳 
教 育 次 長   片桐 雅之 
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開   会 

 

議会事務局長 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

臨時議長 

 

 

 

 

町   長 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年４月２日  午前９時 10分 

 

 御起立をお願いいたします。（一同起立）礼。（一同礼「おはようございます」）御着

席ください。（一同着席） 

改めまして、おはようございます。 

本日は大変苦労さまです。 

本日の臨時議会に説明員として出席を求めた方につきましては、お手元にございま

す議員に対する説明員の報告、こちらの紙の通りでございます。 

本臨時議会は一般選挙後、初めての議会です。議長が選挙されるまでの間、地方自

治法第 107条の規定によりまして出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行

うことになっております。そこで、年長の久保島巖議員を御紹介いたします。久保島

巖議員、議長席へお願いいたします。 

〔久保島議員 議長席へ登壇〕 

皆さん、おはようございます。 

ただいま、御紹介いただきました久保島巖でございます。議長が決まるまでの間、

何卒よろしくお願いいたします。 

それでは会議を進めてまいります。 

本日は初議会でございますので、会議に先立ち、出席者各位から自己紹介をお願い

したいと思います。理事者、町職員、議員の順で、それぞれ自席で自己紹介をお願い

いたします。議員につきましては、ただいまお座りいただいている１番から順にお願

いをしたいと思います。初めてでございますので、ちょっとお顔を拝見するべく、マ

スクをちょっと取っていただいて、御発言をいただければというふうに思いますが、

いかがでしょうか。まず町長からお願いいたします。 

〔理事者、課長等、議員 自席で自己紹介〕 

ありがとうございました。 

それでは、ただいまから令和３年第２回飯島町議会臨時会を開会いたします。 

これより本日の会議を開きます。 

開会に当たり、町長から議会招集の御挨拶をいただきます。 

〔下平町長 登壇〕 

議会招集に当たりまして御挨拶を申し上げます。 

令和３年３月 22日付、飯島町告示第 22号をもって令和３年第２回飯島町議会臨時

会を招集いたしましたところ、議員各位には時節柄御多忙中にも関わらず全員の皆さ

まの御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

さて、議員各位には去る３月 21日執行の町議会議員一般選挙におきまして、激しい

選挙戦を戦い抜き、見事当選の栄に浴され、本日ここに初議会を開会する運びとなり

ましたことは、誠に御同慶に絶えない次第でございます。改めてお祝いを申し上げま

すとともに、心から歓迎を申し上げる次第であります。 

本会議開会 
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臨時議長    

 

 

 

 

 

 

臨時議長  

 

ところで国では、総額で 106兆円を超え、９年連続で過去最大となった新年度一

般会計予算が成立し、国の新年度がスタートいたしました。社会保障費や防衛費

の増額が顕著ですが、新型コロナウイルス対策として、５兆円余の予備費が予算

計上されました。この予備費は使い道を事前に定めない、事業主への協力金など

緊急的かつ柔軟に使うことができます。政府は今年１月に成立させた第３次補正

と一体で編成して、15ヶ月予算と位置づけています。 

その一方で、新型コロナウイルス感染症は、緊急事態宣言の解除以降、感染者

が増加傾向になった地域もあり、ワクチン接種は進んでいるものの、経済の動き

はいまだ鈍いままです。菅政権には先行き、安定した国民生活を送ることができ

るように、日本経済の再生と共に、将来に希望の持てる国民本位の政治、地方重

視の政治を切に望むものであります。 

さて、いよいよ新年度がスタートしました。これから執行する令和３年度予算

は、第６次総合計画及び国土利用計画のスタートであり、私の町政運営の６年目

となる予算でもあります。第１ステージでまいた種が花を咲き始めておりますの

で、大切に育て、大きな果実を実らせるよう頑張ってまいる所存でございます。 

当町は様々な課題に直面していますけれども、常に先を見据え、今まで以上に

多くの皆様と心を一つにして、直面する課題を乗り越え、町民の皆様が生きがい

を持って、安心して暮らせるまち作り、豊かさ、幸せ、希望を感じることのでき

るまち作りをより一層進めてまいります。 

飯島町は町議会先輩各位並びに町民各位のたゆまぬ努力により、堅実なる発展

を遂げてまいりました。山積する行財政運営に対し、町と議会が車の両輪として

の役割を果たす中で、議会制民主主義・代表民主主義の原点に立って、飯島町の

ため、また町民の幸せのために今後４年間、御健勝で御活躍いただくこと、ここ

に改めて心から御期待を申し上げる次第でございます。 

さて、本臨時会にこちらから御提案申し上げます案件は、任期満了に伴い、議

会議員から選出をお願いいたします監査委員の選任案件１件でございます。 

慎重なる御審議の上、適切なる御決定を賜りますようにお願い申し上げまして、

議会招集の御挨拶といたします。ありがとうございました。 

〔下平町長 降壇〕 

本日の議事日程につきましては、お手元に配布のとおりでございます。議事日程に

従い、会議を進行してまいります。 

ここで暫時休憩といたします。そのままお待ちください。休憩。 

 

午前９時 23分 休憩〔理事者、課長 退席〕 

午前９時 24分 再開 

 

 本会議を再開いたします。 

日程第１ 仮議席の指定を行います。 
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臨時議長  

 

 

 

 

 

臨時議長  

 

 

 

 

 

臨時議長  

 

 

 

 

 

 

臨時議長  

 

 

 

 

折山議長 

 

 

 

 

 

臨時議長  

仮議席はただいま着席の議席といたします。 

 ここで先ほど事務局から連絡のございましたとおり、議員懇談会の開催のため休憩

をとります。休憩。   

 

 午前９時 25分  休憩  

午前 10時 04分 再開 

 

それでは本会議を再開いたします。 

日程第２ 議長の選挙を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第 118条第２項の規定により、指名推

選にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定い

たしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法については、臨時議長が指名することにしたいと思いますが、御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、臨時議長が指名することに決定いたしまし

た。 

それでは議長に折山誠議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま、議長が指名いたしました折山誠議員を議長の当選人と定めることに

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがいまして、ただいま指名いたしました折山誠議員

が議長に当選されました。ただいま議長に当選されました折山誠議員に、会議規

則第 31条第２項の規定により当選の告知をいたします。なお、当選人より当選の

承諾と合わせて御挨拶をいただきます。 

〔折山議長 登壇〕 

ただいまは皆様の御支援をいただきながら議長の当選人として御決定をいただ

き、誠にありがとうございます。当初申し上げた通り、議長の責務――未熟では

ございますが、きちっとお約束申し上げたことを守っていくように邁進してまい

りたいと存じますので、どうぞ皆様の御協力をよろしくお願いしたいと思います。

ありがとうございました。 

〔折山議長 降壇〕 

議長が無事決定いたしましたので、これをもって臨時議長の職を解かさせてい
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議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

ただきます。御協力、誠にありがとうございました。 

それでは、暫時休憩といたします。 

 

午前 10時 07分 休憩 

午前 10時 09分 再開 

 

休憩を解き、再開いたします。 

ただいまから議長として議事を進行させていただきます。 

日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、審議案件の内容からして、本日１日限りとしたいと思いますが、

御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがいまして、会期は本日１日限りと決定をいたしました。 

暫時休憩とします。 

 

午前 10時 09分 休憩 

午前 10時 18分 再開  

 

休憩を解き、本会議を再開します。 

日程第４ 副議長の選挙を行います。 

選挙は投票で行います。議場の出入口を閉鎖します。 

〔議場出入口閉鎖〕 

ただいまの出席議員数は 12名です。 

次に立会人を指名いたします。飯島町議会会議規則第 30条第２項の規定及び飯島町

議会運営基準第４章第１節第４項により、立会人２名は３番 三浦議員、４番 坂井

議員を指名いたします。 

投票用紙の配布をお願いいたします。 

〔事務局 投票用紙配布〕 

投票用紙の配布漏れはございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

配布漏れなしと認めます。 

投票箱の点検をします。事務局でお願いします。 

〔事務局 投票箱の点検〕 

よろしいでしょうか。異常なしと認めます。 

ただいまから投票を行います。なお、念のために申し上げます。投票は単記無記名

で行います。記載台にて投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、投票箱へ投票をして

ください。それでは、１番議員から順番に投票願います。 



 - 7 - 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

宮脇議員 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

〔投票〕 

確認いたします。投票漏れはございませんか。 

〔「なし」と叫ぶ者あり〕 

投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。 

続いて開票を行います。立会人は開票の立会いをお願いいたします。 

〔開票〕 

選挙の結果を報告いたします。 

投票総数 12票、有効投票数 12票、無効投票なし。有効投票のうち、坂本紀子議員

３票、宮脇寛行議員９票、以上のとおりであります。 

この選挙の法定得票数は３票です。したがって、宮脇寛行議員が副議長に当選され

ました。 

議場の出入口の閉鎖を解きます。 

〔議場出入口開放〕 

ただいま、副議長に当選されました宮脇寛行議員に、飯島町議会会議規則第 31条第

２項の規定により当選の告知をいたします。 

なお、当選人より当選の承諾と合わせて、御挨拶をいただきます。 

中央発言席でお願いします。 

〔宮脇議員 登壇〕 

御承認をいただき、ありがとうございました。議長をしっかり補佐し、それか

ら誠実に職務につくということをお約束し、さらに精進してまいりますことを、

さらにお誓い申し上げまして、就任した御挨拶に代えさせていただきます。あり

がとうございました。 

〔宮脇議員 降壇〕 

 

日程第５ 議席の指定を行います。 

ここで、暫時休憩といたします。そのままお待ちください。 

 

午前 10時 31分 休憩  

午前 10時 42分 再開 

 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

議会申し合わせによりまして、各議員の議席については、ただいまお手元に配布を

しました議席表のとおり指定をいたします。 

 

日程第６ 会議録署名議員の指名を行います。 

本臨時会の会議録署名議員は、飯島町議会会議規則第 122条の規定により、１番 浜

田稔議員、２番 久保島巖議員を指名いたします。 

 



 - 8 - 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

４番 

吉川 議員 

 

 

 

 

 

議   長 

３番 

片桐 議員 

日程第７ 常任委員会委員の選任についてを議題といたします。 

ここで暫時休憩とします。 

 

午前 10時 43分 休憩 

午前 11時 39分 再開 

 

本会議を再開いたします。 

お諮りします。 

常任委員会委員の選任については、飯島町議会委員会条例第７条第４項の規定によ

り、お手元に配布しました名簿のとおり指名をしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、常任委員はお手元に配布の名簿のとおり選任す

ることに決定をいたしました。 

ここで暫時休憩とします。 

 

午前 11時 40分 休憩 

 午後１時 48分  再開 

 

会議を再開いたします。 

日程第８ 常任委員会正副委員長の報告を行います。 

それぞれの常任委員会において決定された常任委員長、副委員長を議長より報告申

し上げます。総務産業委員長 吉川順平議員、副委員長 片桐剛議員、社会文教委員

長 星野晃伸議員、副委員長 伊藤秀明議員、議会広報委員長 片桐剛議員、副委員

長 久保島巖議員がそれぞれ互選をされました。以上で報告を終わります。 

ただいま、それぞれの常任委員会の正副委員長が決定されましたので、ここで御挨

拶をいただきます。挨拶は中央発言席でお願いいたします。 

最初に吉川総務産業委員長、お願いいたします。 

〔吉川議員 登壇〕 

こんにちは。ただいま総務産業委員長、吉川順平に支援していただきましてありが

とうございます。片桐剛議員とともに、特に公約でやっておりました、農商工という

非常に経済が成り立つところでありますけれども、皆さんの協力を得ながらよりよい

まち作り、明るいまち作りに励んでいきたいと思っておりますので、どうか皆様の御

協力をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

〔吉川議員 降壇〕 

続きまして片桐総務産業副委員長、お願いいたします。 

〔片桐議員 登壇〕 

総務産業の副委員長ということで、御承認いただきましてありがとうございます。
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議   長 

６番 

星野議員 

 

 

 

 

 

 

議   長 

10番 

伊藤議員 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

３番 

片桐議員 

 

 

 

 

 

議   長 

２番 

久保島議員 

 

 

 

 

 

片桐剛でございます。吉川委員長をお支えして、しっかりと務めていきたいと思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〔片桐議員 降壇〕 

次に星野社会文教委員長、お願いいたします。 

〔星野議員 登壇〕 

社会文教委員会委員長に選出されました星野でございます。よろしくお願いいたし

ます。社会文教といいますとやはり教育の部分と、それからもうじきできます給食セ

ンター、いろいろな課題があると思いますが、私自身も調理に携わっている関係、そ

れから商工会を通して、今まで食品ロスの関係をやってまいりましたので、弱者の救

済の部分においても、いろいろ考えながら、皆さんのお知恵を借りて、一生懸命やっ

ていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

〔星野議員 降壇〕 

次に伊藤社会文教副委員長、お願いいたします。 

〔伊藤議員 登壇〕 

副委員長に選ばれました伊藤秀明でございます。私、先ほどの委員会のときにも挨

拶したんですが、中学校の管理人、６年間務めさせていただき、学校の中身というか、

客観的な目からも見ていたり、外からも見ていたりという経験を生かすのと、あと給

食センターの委員会の立ち上げのときから委員になって、ずっと今までの過程を見て

きています。そういう給食センターにも関わっているので、ぜひ副委員長ということ

で推薦されてなることができました。今までの知識・経験等を生かして、スムーズな

議会の運営をしていきたいと思います。よろしくお願いします。以上です。 

〔伊藤議員 降壇〕 

続きまして片桐議会広報委員長、お願いいたします。 

〔片桐議員 登壇〕 

議会広報委員長ということでお認めいただきました。ありがとうございます。片桐

でございます。町民の皆様に町政また議会の透明性のある情報、しっかりと伝えてい

きたいと思います。また非常に重責だということで感じております。ぜひ皆様方の御

協力の上、スムーズな情報発信に努めていきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

〔片桐議員 降壇〕 

続きまして久保島広報副委員長、お願いいたします。 

〔久保島議員 登壇〕 

図らずも議会広報副委員長という名をいただきました。私は今回は平で支える立場

にというふうに思っていましたので、そうは言っても皆様から御推選いただきました

ので、片桐委員長を支え、また新しい意味での広報の改革、今まで飯島町の議会広報

は、もう記念号からとか、来年からとか言わずに、改めるところはその月から改めて

まいっております。その伝統を生かして、読みやすい、町民にとってもわかりやすい

議会だよりができる様、委員長を支えてまいりたいと思います。何とぞ皆様の御協力
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議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

９番 

坂井 議員 

 

 

 

 

議   長 

２番 

久保島議員 

 

をお願いいたします。 

〔久保島議員 降壇〕 

 

ここで暫時休憩とします。そのままお待ちください。 

 

午後１時 56分 休憩 

午後２時 55分 再開 

 

会議を再開いたします。 

日程第９ 議会運営委員会委員の選任を行います。 

お諮りします。 

議会運営委員会委員の選任については、飯島町議会委員会条例第７条第４項の規定

により、お手元に配布しました名簿のとおり指名したいと思いますが、御異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員は、お手元に配布の名簿の

とおり決定をいたしました。 

ここで暫時休憩とします。 

 

午後２時 56分 休憩 

午後３時 18分 再開 

 

休憩を解き、本会議を再開いたします。 

日程第１０ 議会運営委員会正副委員長の報告を行います。 

議会運営委員長に坂井活広議員が、議会運営副委員長に久保島巖議員がそれぞれ互

選をされました。正副委員長が選任されましたので、ここで御挨拶をいただきます。

挨拶は中央発言席でお願いいたします。 

最初に、坂井議会運営委員長、お願いいたします。 

〔坂井議員 登壇〕 

この度、議会運営委員会の委員長に選任されました坂井活広と申します。効率的な

議会運営を行って、他に仕事のある世代でも、政治参加、議員としてやっていけるん

だというようなそんないい議会にしていきたいと思いますので、どうか御協力の程、

よろしくお願いいたします。 

〔坂井議員 降壇〕 

続きまして久保島議会運営副委員長、お願いいたします。 

〔久保島議員 登壇〕 

議会運営委員会副委員長に選任されました久保島でございます。経験を生かし、坂

井委員長を支えてまいりたいというふうに思っています。何卒よろしくお願いいたし
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議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

ます。 

〔久保島議員 降壇〕 

ここで休憩をとります。次の準備がございますので、再開時刻を午後３時 45分とい

たします。休憩。 

 

午後３時 20分 休憩〔理事者、課長 入場〕 

午後３時 45分 再開 

 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

日程第１１ 上伊那広域連合議会議員の選挙を行います。 

この選挙は、指名推選で行います。 

お諮りします。 

上伊那広域連合規約第８条第２項第５号の規定により、上伊那広域連合議会の議員

については、お手元に配布しました名簿のとおり決定したいと思います。御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、上伊那広域連合議会議員はお手元に配布の名簿

のとおり決定をいたしました。 

 

日程第１２ 伊南行政組合議会議員の選挙を行います。 

この選挙は指名推選で行います。 

伊南行政組合規約第６条第２項第２号の規定により、同組合議会の議員については、

お手元に配布しました名簿のとおり決定したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、伊南行政組合議会議員は、お手元に配布の名簿

のとおり決定をいたしました。 

 

日程第１３ 第１号議案 飯島町監査委員の選任について 

を議題とします。 

ここで、地方自治法第 117条及び飯島町議会委員会条例第 16条の規定により堀内議

員の退場を求めます。 

暫時休憩とします。 

 

午後３時 46分 休憩〔堀内議員退場〕 

午後３時 46分 再開 

 

再開いたします。 

事務局長に議案を朗読させます。 
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議会事務局長 

議   長 

 

町   長 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

８番 

堀内 議員 

 

 

 

 

議   長 

 

（議案朗読） 

本案について、提案理由の説明を求めます。 

〔下平町長 登壇〕 

第１号議案 飯島町監査委員の選任について提案理由の説明を申し上げます。この

ことにつきましては、町議会議員の中から選任をいただいております本多昇監査委員

の任期満了に伴い、その後任として議会から御推薦をいただきました、堀内学氏を選

任したいので、地方自治法第 196条第１項の規定により、議会の同意をお願いするも

のでございます。なお、任期は同法第 197条の規定により、議員の任期であります令

和７年３月 31日まででございます。よろしく御審議の上、議員各位の御同意を賜りま

すようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

〔下平町長 降壇〕 

これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「質疑なし」と叫ぶ者あり〕 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

本案は討論を省略し、これより第１号議案 飯島町監査委員の選任についてを採決

いたします。 

お諮りします。 

本案は原案のとおり、これに同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。よって第１号議案は原案のとおり同意することに決定をしま

した。 

ここで暫時休憩とします。 

 

午後３時 49分 休憩〔堀内議員入場〕 

午後３時 50分 再開 

 

会議を再開いたします。 

堀内議員に申し上げます。ただいまの監査委員の選任については、全員一致で同意

することに決定をいたしました。ここで、堀内議員から挨拶をいただきます。中央発

言席でお願いします。 

〔堀内議員 登壇〕 

ただいま監査委員に任命されました堀内学と申します。会計監査に関してはもちろ

ん、行政監査についてもしっかり行えるよう、飯島の予算がより良い、住みやすいま

ち作りにちゃんと機能するように見ていきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

〔堀内議員 降壇〕 

ここで暫時休憩とします。 
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議   長 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

町   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後３時 51分 休憩 

午後３時 53分 再開 

 

会議を再開いたします。 

ただいまお手元に配布のとおり、総務産業委員長、社会文教委員長、議会広報委員

長、議会運営委員長から飯島町議会会議規則第 72条の規定による、議会閉会中の委員

会継続調査の申出が提出されました。 

お諮りいたします。 

本件を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。御異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、本件を日程に追加し、追加日程第１として議題

とすることに決定をいたしました。 

 

追加日程第１ 議会閉会中の委員会継続調査についてを議題とします。 

飯島町議会会議規則第 72条の規定により、お手元に配布のとおり議会閉会中の委員

会継続調査について申出があります。 

お諮りします。 

申出の案件について、議会閉会中の委員会継続調査とすることに御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と叫ぶ者あり〕 

異議なしと認めます。したがって、本件については各委員長から申出のとおり継続

調査といたします。 

以上で本日の日程は全部終了しました。 

会議を閉じます。 

ここで町長から議会閉会の御挨拶をいただきます。 

〔下平町長 登壇〕 

議会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日は令和３年第２回飯島町議会臨時会を開催しましたところ、議員選挙に当

選されての初議会でありましたので、終日にわたり、議事日程に従って慎重に御

審議され、大変お疲れさまでした。御苦労さまでした。 

また提案申し上げました、監査委員選任案件につきましても、全員の御同意を

いただき、誠にありがとうございました。 

本日、新議長に折山議員、副議長に宮脇議員が選出され、また、３つの常任委

員会と議会運営委員会の構成が決まり、いよいよ新しい任期による飯島町議会の

新体制によるスタートが切られたわけでございます。心からお祝いを申し上げま

す。 

さて、いよいよ第６次総合計画の初年度がスタートしました。新型コロナウイ
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議   長 

 

事務局長 

ルス感染症の収束はいまだに見えない状況ですが、立ち止まってばかりはいられ

ません。私達には苦難を乗り切るための英知と行動力があります。町民の皆様、

議員各位、役場職員がそれぞれの立場で、一歩一歩前に進んでいくことが、明る

いまち作りに繋がると思っております。第６次総合計画の将来像「新しい発想で

考えるアルプスのまち 豊かな未来・自然・暮らし」この実現に向かって、みん

なで進んでいきましょう。 

今後も、町と議会がそれぞれ切磋琢磨する中で、いい緊張関係を保ちつつ、真

摯な議論を通じて、車の両輪としての町政の発展を目指してまいりたいと思って

おります。折山議長さんを中心として、議員の皆様の御協力を重ねてお願い申し

上げ、議会閉会の御挨拶とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。御苦労さまでした。 

〔下平町長 降壇〕 

 

以上をもって、令和３年第２回飯島町議会臨時会を閉会とします。御苦労さまでし

た。 

 御起立をお願いいたします。（一同起立）礼。（一同礼「お疲れさまでした」） 

 

閉会時刻 午後３時 58分 
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上記の議事録は、事務局長 林 潤 の記載したものであるが、その内容に相違な
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